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社会保険労務士伊藤事務所 

はじめに 
現在段階的に「社会保険の適用拡大」が行われており、

パート・アルバイトも企業規模により徐々に加入対象と

なっていますが、一方で労働時間が通常の労働者と同様

であっても被保険者とされない例外的な者もいます。2

ヶ月以内の有期雇用契約で働く労働者は社会保険の加

入対象外であることから、これを根拠に当初社社会保険

に加入しない、という手法が一般に行われていましたが、

2022年 10月からこの取り扱いについて一部法改正が

ありました。以下有期雇用契約の社保加入の注意点につ

いて解説します。 

 

被保険者とされない人 
以下の人は、労働時間が正社員と同様であっても被保険

者となりません。 

 

1. 日雇いの人 

2. 2カ月以内の期間を定めて使用される人 

3. 所在地が一定しない事業所に使用される人 

4. 季節的業務（4ヶ月以内）に使用される人 

5. 臨時的事業の事業所（6ヶ月以内）に使用される人 

 

中でも2については、社会保険加入を合法的に免れる手

段として以下のような使われ方をしてきました。 

 

▶️入社してすぐ退職した場合、社会保険の手続きが煩雑

になるので、当初2ヶ月を有期雇用契約とする。 

 

▶️社会保険に加入しないために、2ヶ月の有期雇用契約

を繰り返す※注 

※これは間違った解釈で、実際は有期契約を更新した3

ヶ月目から社会保険加入対象となります 

 

法改正の内容 
2022年 10月から、当初の雇用期間が 2ヶ月以内であ

っても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初

から社会保険の加入となります。 

 

1. 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更

新される旨」、または 「更新される場合がある旨」

が明示されている場合  

2. 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用

されている者が、 更新等により最初の雇用契約の

期間を超えて雇用された実績がある場合 

 

つまり、形式上は有期契約だがその契約内容が更新を前

提としている、または更新の可能性がある場合は、2ヶ

月以内の有期雇用契約であっても社会保険に加入しな

ければならないということです。逆にいうと、2ヶ月以

内の有期契約を理由に社会保険加入対象から外すこと

ができるのは、「契約更新をしない短期の契約」の場合

のみ、という点に注意が必要です。 

 

社会保険の今後 
2024年 10月からは 51人以上の事業所においてパー

ト等も社会保険加入対象になり、中小企業がこの適用拡

大に該当するケースも増えるでしょう。今回の「有期雇

用契約の社保適用」ルールからも分かるように、今後は

さらに「常時働く人は原則として社会保険加入対象とす

る」という方向へ向かっていくでしょう。

「2ヶ月以内の有期雇用」が 

社会保険加入対象となる法改正 
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社会保険労務士伊藤事務所 

はじめに 
近年、従業員の代わりに退職連絡を請け負う「退職代行

サービス」が増えています。見ず知らずの業者から所属

する従業員の退職を突然通告されて戸惑うことのない

よう、法的な解説と対策について解説します。 

 

自己都合退職の法的なルール 
従業員の自己都合退職について、日本では慣習、あるい

は就業規則におけるルールとして「1ヶ月〜3ヶ月前の

申し出」が一般的ですが、実はその期間に法律的な根拠

はありません。自己都合退職については、民法の以下の

規定により「2週間前」がルールとなります。 

 

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者

は、いつでも解約の申入れをすることができる。この

場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間

を経過することによって終了する。（民法627条1項） 

 

一方で、会社からの解約の申し入れ＝解雇は労働基準法

等において30日以上前の予告、並びに合理的な理由が

求められます。労働契約の解約については以下のような

対比が成り立ちます。 

 

▶️労働契約の解約についての制限の違い 

 会社から 従業員から 

予告期間 30日以上前 14日以上前 

合理的理由 必要 不要 

 

退職代行サービスとは 
退職代行サービスとは、文字通り退職の連絡を代行する

サービスですが、そのサービス業者には下記のパターン

があります。 

 

1. 弁護士事務所 

弁護士事務所はクライアントと委任契約を結ぶことで

本人を代理することができます。この「代理」の場合、

弁護士は本人に代わって金銭交渉などの法律行為を行

うことができるため、退職の際に未払い残業手当や有給

休暇の消化などの交渉をされる場合もあるでしょう。 

 

2. 民間の退職代行サービス会社 

弁護士でない民間の退職代行サービスは前述の「代理」

をすることができず、「使者」として本人の意思を伝え

ることまでしかできません。民間の退職代行サービス会

社から金銭やその他退職に関する条件について交渉さ

れても、「代理権のない業者と交渉はしない。本人と交

渉する」と拒否して良いでしょう。通常、その後の保険

証や貸与物の返却、退職届の提出などは本人から郵送に

より行われます。 

 

3. 退職代行ユニオン 

合同労働組合、いわゆるユニオンの中には、退職代行を

行うものがあります。この場合、退職代行を「団体交渉

権に基づく団体交渉」として行ってくることになり、弁

護士同様にその他の金銭的な権利主張をセットで行っ

てくることもあるでしょう。 

 

退職代行への対策 
退職代行への基本的な対策は「慰留せずにできるだけ穏

便に早期解決を図る」ことに尽きます。法律的には会社

の同意が不要で、一方的に退職できるにも関わらず退職

代行サービスを利用するということは、自分で退職を申

し出にくい何らかの事情があるということです。「お金

をかけて他者に代行してもらってまで辞めたい人」を引

き留めても翻意する可能性は低く、むしろ交渉が長引く

ことで更なる金銭交渉や退職の連鎖につながるリスク

が高まります。 

 

まずは退職代行者の属性と要求内容を冷静に確認し、で

きるだけ早めに対応をしましょう。 

退職代行業者から連絡が

あったら 

退職代行サービスから突然従業員の退職に

ついて連絡があった場合、どのように対応す

れば良いでしょうか。退職代表サービス業者

の種類を含め解説します。 



 

 

社会保険労務士伊藤事務所 

はじめに 
公表された 2024 年度厚生労働省予算概算要求の資料

によると、最低賃金、リ・スキリング、ハラスメント対

策、両立支援などについての対策が予定されているよう

です。以下、助成金の拡充や新設などの情報を交えて来

年の動向について解説します。 

 

最低賃金と正社員化  

最低賃金・賃金の引上げに向けた中小・小規模企業等支

援、非正規雇用労働者の正規化促進、雇用形態に関わら

ない公正な待遇の確保のための以下の施策等が予定さ

れています。 

 

 最低賃金の引上げに向けた環境整備のための生産

性向上に向けた支援強化 

 デジタル化推進、物価高騰等への対策支援 

 キャリアアップ助成金の要件緩和等による正社員

転換を希望する非正規雇用労働者の正社員化促進 

 無期転換ルール等の円滑な運用に向けた周知 

 

キャリアアップ助成金正社員化コースについては、

2023年 11月 29日から「支給額の増額(57万円→80

万円)」「3年以内正社員化要件の撤廃」など拡充されて

います。ただし、今まで正社員だった者を有期契約者と

偽って助成金支給申請をするなどの不正に対しては今

まで以上に厳しい審査が行われることが予想されます。 

 

リ・スキリングと労働移動 

雇用流動性を高めるための「個々の労働者の学び直し」

「成長分野への労働移動」を推進するための右上の施策

に1,468億円の予算が割り当てられています。 

 

リ・スキリングについては、新規事業の立ち上げ、DX

化等の事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対し

て新たな分野で必要となる訓練の費用や賃金の一部を

助成する人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング

支援コース）などが注目です。 

 

 リ・スキリングのための職業訓練 

 スキルアップのための在籍出向の推進 

 中小企業の職業訓練実施への支援 

 成長分野、未経験分野への就職を希望する就職困難

者を雇い入れる事業主への支援 

 副業・兼業の促進 

 

多様な働き方 
人手不足への対策として、フリーランスの活用や育児と

の両立、ハラスメント対策の環境整備など以下の施策に

対して予算が割り当てられています。 

 

 フリーランスが取引上不当な取り扱いを受けないよ

うな取引適正化への周知・啓発 

 フリーランス労災保険特別加入 

 テレワークの推進、勤務間インターバル制度導入 

 年次有給休暇の取得促進、残業抑制 

 選択的週休3日制の普及促進 

 ハラスメント相談など防止対策の推進 

 介護及び障害福祉分野への ICT・ロボットの導入等に

よる生産性向上を通じた職場環境の改善 

 仕事と育児・介護の両立支援のため、業務代替整備・

柔軟な働き方の導入等も含めた支援の拡充 

 

この中で、育休中の人手不足への対策として、育休取得

者の業務を代替する社員へ企業が支給する「応援手当」

に関し、育休取得者１人につき最大 125 万円を企業に

助成する案が発表されています。 

 

具体的には業務見直しなどの経費として5万円、業務代

替する社員に支給した手当の4分の3を月に上限10万

円、最長12カ月間助成する内容となっています。 

2024 年度厚労省予算案から

見える来年度の動向 

 

 

厚生労働省の予算案によると 2024 年はキ

ャリアアップ助成金の拡充や育児応援手当

の創設などの変化があるようです。現段階の

情報について解説します。 



 

 

社会保険労務士伊藤事務所 

はじめに 

ChatGPTなど文書生成AIの浸透により、文章をゼロか

ら書くことが少なくなりつつあるように感じます。文章

作成は思考力や論理力、そして話す力を身につけるため

に有効な手段です。著者が確立した R80 とはどのよう

なものなのでしょうか。 

 

R80とは 
R80は「アールエイティー」と読み、Rはリフレクショ

ン（ふりかえり）とリストラクチャー（再構築）の R

です。80は、80文字以内で書くという意味と筆者は述

べています。そして R80 による文章作りルールは下記

の2つです。 

 

① 2文構成で80文字以内 

② 2文目の最初に必ず接続詞を使う 

 

筆者はもともと国語の先生ではなく、日本史の教師

でした。その指導法が認められ、教科書の執筆をす

るようになったそうです。この仕事における最大の

ポイントは一文を短くすることで、長文になると編

集長から下記のような指摘をされていました。 

 

「一文は50字以内ですよ。長文になったら必ず2文

にしましょう」 

 

この経験から完結で論理的な「教科書の文体」を意

識するようになったとのことです。 

 
東大現役合格者の共通項 
とある高校の進路指導部に所属していた著者は東大

へ現役で合格した生徒の共通項を見つけます。それ

は「現代文の偏差値が高い」ということです。文系

理系問わずこういった結果が見られていたようで、

著者は現代文で好成績を収める生徒には「論理力」

があるためだと解説しています。この論理力は入試

だけではなく、社会人こそ問われる時代になってい

ます。それは冒頭で触れたAIに関しても同じことが

いえ、AIを活用するためにはいかに上手に指示を出

せるかという論理力が必要になるからです。 

 

なぜ2文で80文字が良いのか 

7年前に茨城県の1校からはじまり、現在では全国推定

1000 校以上が導入されている R80 は文章を書くこと

に苦手意識を持っている方向けにうまれました。 

 

「1 文目（40 字前後）+接続詞+2 文目」という R80

のシンプルなルールと構造だからこそ応用がききます。

なぜなら 400 字で書くというお題が出されたとしても

「R80を5回」とすぐに対応できるからです。1文40

文字という字数も理にかなっており、検証してみると下

記の文章が同じように40文字程度で構成されていると

筆者は解説しています。 

 

 放送メディアのニュース原稿 

 美術館の作品横の解説 

 Wordの初期設定の一行あたりの文字数 

 ChatGPTが生成する一文の文字数 

 

逆にいえば国の省庁などが作成する「公用文」は一文

がとても長く、文章内に情報が多くなることから読み

づらくなると補足しています。つまりR80のルールは

教科書の文体を意識しているために、書いた文章が一

通りにしか読むことができず正しく伝えたい情報を

届けられるからです。 

 

本書は実際の例文も提示しながら分かりやすい文章

で書かれています。そして読んだその日から試してみ

たくなる R80 を社内でも取り入れてみたくなるおす

すめの一冊です。 

R80 自分の考えをパッと 80字で論理的

に書けるようになるメソッド 中島博司(著) 

単行本：184ページ 

出 版：飛鳥新社 

価 格：1,400円（税込） 

 

 

 

 

 

 



 

 

社会保険労務士伊藤事務所 

労務管理や助成金などのご相談がござい

ましたら、お気軽に当事務所までお問い

合わせください。 

手続き漏れはありませんか？
年金事務所や労働基準監督署の調査で，よく指摘される「漏れ」の多いお手続きに関してお知らせです。 

 

＜社会保険＞ 

□ 賞与を支払ったとき →「賞与支払届」 

□ 昇給など，固定的賃金に変動があったとき →「報酬月額変更届」 

□ 従業員が出産したとき →「産前産後休業届」「育児休業届」など(※他多数) 

□ パート・アルバイトの社会保険加入漏れ →条件を満たすと加入義務あり 

□ 通勤手当などの諸手当の計上漏れ 

 

当所で手続き代行を承っているお客様で，お手続きが発生した際は，連絡フォームからご連絡ください。 

【連絡フォーム】 https://www.sr-itoh-office.com/000tetuduki 

 

＜労働法関係＞ 

□ 時間外労働・休日労働に関する協定届(通称「サブロク協定」) → 従業員がいる場合は，原則として毎年届出 

 

 

当事務所へのお問い合わせについて 
 

社会保険労務士伊藤事務所  所長 伊藤 礼央 

電 話 03-5981-8738 / 090-9852-0255 

メール sr-itoh-office@sr-itoh-office.jp 

 
 
所長・伊藤礼央より・雑感 

 

当事務所からの 

お知らせ 

あけましておめでとうございます。 

年末年始いかがお過ごしでしたでしょうか？ 

私は，溜まっていた仕事の処理をしつつ， 

家族とゆっくり過ごす時間や，友人と会食する

機会なんかもあり，充実した年末年始でした！ 

英気を養い，今年も頑張ります！ 

https://www.sr-itoh-office.com/000tetuduki


 

 

社会保険労務士伊藤事務所 

 

社会保険加入基準確認チェックシート 

2024年版チェックシート 

社会保険に加入する社内基準等が適法であるかを確認ためのチェックシートです。 

 

チェック項目 

 

FAXのご返送は 050-3588-1928 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

No チェック項目 YES NO 

1 正社員は社会保険に加入していますか？    

2 週30時間以上のパート・アルバイトは社会保険に加入していますか？   

3 有期契約社員（期間雇用社員）は社会保険に加入していますか？    

4 入社から2ヶ月後、など様子見期間を経て社会保険に加入していますか？   

5 週30時間以上働く労働者の人数は何人ですか？ 人 

6 

社会保険の加入時の賃金登録に含めている賃金を以下から選択して下さい。 

□ 基本給 □ 役職手当・職務手当 □ 固定残業手当 □ 見込みの残業手当 □ 通勤手当 □ 歩合給 

□ その他（                                         ） 

7 賞与に対して社会保険を控除し、年金事務所に届出していますか？   

8 年４回以上支給する歩合給やインセンティブがありますか？   

10 
その他、社会保険加入について相談がありましたら記載してください。 

（                                 ） 


